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農
林
水
産
省

○

令
第

号

環

境

省

農

薬

取

締

法

（
昭

和

二

十

三

年

法

律

第

八

十

二

号
）

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き
、

農

薬

を

使

用

す

る

者

が

遵

守

す

ぺ

き

基

準

を

定

め

る

省

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る
。

平

成

年

月

日
㌧

農
林
水
産
大
臣

大
島

理
森

．

環

境

大

臣

鈴

木

俊

一

農
薬
を
使
用
す
る
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
省
令

（
案
）

（
農
薬
使
用
者
の
責
務
）

第

一

条

農

薬

を

使

用

す

る

者

（
以

下

「
農

薬

使

用

者
」

と

い

う
。

）

は
、

農

薬

の

使

用

に

関

し
、

次

に

掲

げ

る

責

務

を

有

す

る

。

一

農

作

物

等

に

害

を

及

ぼ

さ

な

い

よ

う

に

す

る

こ

と
。

二

人

畜

に

危

険

を

及

ぼ

さ

な

い

よ

う

に

す

る

こ

と
。

三

農

作

物

等

の

汚

染

が

生

じ
、

か

つ
、

そ

の

汚

染

に

係

る

農

作

物

等

の

利

用

が

原

因

と

な

っ

て

人

畜

に

被

害

が

生

じ

な

い

－１・



よ

う

に

す

る

こ

と
。

四

農

地

等

の

土

壌

の

汚

染

が

生

じ
、

か

つ
、

そ

の

汚

染

に

よ

り

汚

染

さ

れ

る

農

作

物

等

の

利

用

が

原

因

と

な

っ

て

人

畜

に

被

害

が

生

じ

な

い

よ

う

に

す

る

こ

と
。

五

水

産

動

植

物

の

被

害

が

発

生

し
、

か

つ
、

そ

の

被

害

が

著

し

い

も

の

と

な

ら

な

い

よ

う

に

す

る

こ

と
。

六

公
共
用
水
域

（
水
質
汚
濁
防
止
法

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
公
共
用
水
域

を

い

う
。

）

の

水

質

の

汚

濁

が

生

じ
、

か

つ
、

そ

の

汚

濁

に

係

る

水

（
そ

の

汚

濁

に

よ

り

汚

染

さ

れ

る

水

産

動

植

物

を

含

む
。

）

の

利

用

が

原

因

と

な

っ

て

人

畜

に

被

害

が

生

じ

な

い

よ

う

に

す

る

こ

と
。

（
表

示
事
項
の
遵
守
）

第

二

条

農

薬

使

用

者

は
、

食

用

及

ぴ

飼

料

の

用

に

供

さ

れ

る

農

作

物

等

（
以

下

「
食

用

農

作

物

等
」

と

い

う
。

）

に

農

薬

を

使

用

す

る

場

合

に

は
、

次

に

掲

げ

る

基

準

を

遵

守

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

一

適

用

農

作

物

等

の

範

囲

に

含

ま

れ

な

い

食

用

農

作

物

等

に

当

該

農

薬

を

使

用

し

な

い

こ

と
。

二

付

録

の

算

式

に

よ

っ

て

算

出

さ

れ

る

量

を

超

え

て

当

該

農

薬

を

使

用

し

な

い

こ

と
。

三

農

薬

取

締

法

施

行

規

則

（
昭

和

二

十

六

年

農

林

省

令

第

二

十

一

号
。

以

下

「
規

則
」

と

い

う
。

）

第

七

条

第

二

項

第

二

－２．



号

に

規

定

す

る

希

釈

倍

数

未

満

の

希

釈

倍

数

で

当

該

農

薬

を

使

用

し

な

い

こ

と
。

四

規

則

第

七

条

第

二

項

第

三

号

に

規

定

す

る

使

用

時

期

以

外

の

時

期

に

当

該

農

薬

を

使

用

し

な

い

こ

と
。

五

当

該

食

用

農

作

物

等

の

生

産

に

用

い

た

種

苗

の

は

種

（
果

樹
、

茶

そ

の

他

の

多

年

生

の

植

物

か

ら

収

穫

さ

れ

る

も

の

に

あ

っ

て

は
、

そ

の

収

穫

の

直

前

の

収

穫
）

か

ら

当

該

食

用

農

作

物

の

収

穫

に

至

る

ま

で

の

問
、

規

則

第

七

条

第

二

項

第

四

号

に

規

定

す

る

総

使

用

回

数

を

超

え

て

当

該

農

薬

を

使

用

し

な

い

こ

と
。

２

農

薬

使

用

者

は
、

農

薬

取

締

法

第

七

条

第

十

二

号

に

規

定

す

る

最

終

有

効

年

月

を

過

ぎ

た

農

薬

を

使

用

し

な

い

よ

う

努

め

な

け

れ

ぱ

な

ら

な

い
。

（
く
ん
蒸
に
よ

る
農
薬
の
使
用
）

第

三

条

農

薬

使

用

者

（
自

ら

栽

培

す

る

農

作

物

等

に

農

薬

を

く

ん

蒸

に

使

用

す

る

者

を

除

く
。

）

は
、

毎

年

度
、

農

薬

を

く

ん

蒸

に

使

用

し

よ

う

と

す

る

最

初

の

日

ま

で

に
、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

書

面

を

農

林

水

産

大

臣

に

提

出

し

な

け

れ

ぱ

な

ら

な

い
。

こ

れ

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

も
、

同

様

と

す

る
。

一

住
所
及
ぴ
氏
名

二

当

該

年

度

に

お

け

る

農

薬

の

使

用

計

画

．
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（
航
空
機
を
利
用
し
た
農
薬
の
使
用
）

第

四

条

農

薬

使

用

者

は
、

毎

年

度
、

航

空

機

（
航

空

法

（
昭

和

二

十

七

年

法

律

第

二

百

三

十

一

号
）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

航

空

機

を

い

う
。

）

を

利

用

し

て

農

薬

を

使

用

し

よ

う

と

す

る

最

初

の

日

ま

で

に
、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

書

面

を

農

林

水

産

大

臣

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

こ

れ

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

も
、

同

様

と

す

る
。

一

住
所
及
ぴ
氏
名

二

当

該

年

度

に

お

け

る

農

薬

の

使

用

計

画

２

前

項

の

農

薬

使

用

者

は
、

航

空

機

を

利

用

し

て

農

薬

を

使

用

し

よ

う

と

す

る

区

域

（
以

下

「
対

象

区

域
」

と

い

う
。

）

に

お

い

て
、

風

速

及

ぴ

風

向

を

観

測

し
、

対

象

区

域

外

に

農

薬

が

飛

散

す

る

こ

と

を

防

止

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

講

じ

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ぱ

な

ら

な

い
。

（
ゴ

ル

フ

場

に

お

け

る

農

薬

の

使

用
）

第

五

条

農

薬

使

用

者

は
、

毎

年

度
、

ゴ

ル

フ

場

に

農

薬

を

使

用

し

よ

う

と

す

る

最

初

の

日

ま

で

に
、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

書

面

を

農

林

水

産

大

臣

に

提

出

し

な

け

れ

ぱ

な

ら

な

い
。

こ

れ

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

も
、

同

様

と

す

る
。

一

住
所
及
ぴ
氏
名

・４・



二

当

該

年

度

に

お

け

る

農

薬

の

使

用

計

画

（
住
宅
地
等
に

お
け
る
農
薬
の
使
用
）

第

六

条

住

宅

の

用

に

供

す

る

土

地

及

ぴ

こ

れ

に

近

接

す

る

土

地

に

お

い

て

農

薬

を

使

用

す

る

農

薬

使

用

者

は
、

農

薬

が

飛

散

す

る

こ

と

を

防

止

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

講

じ

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

（
水
田
に
お
け
る
農
薬
の
使
用
）

第

七

条

水

田

に

お

い

て

別

表

第

一

に

掲

げ

る

農

薬

を

使

用

す

る

農

薬

使

用

者

は
、

当

該

農

薬

が

流

出

す

る

こ

と

を

防

止

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

講

じ

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

（
被
覆
を
要
す
る
農
薬
の
使
用
）

第

八

条

別

表

第

二

に

掲

げ

る

農

薬

を

使

用

す

る

農

薬

使

用

者

は
、

農

薬

を

使

用

し

た

土

壌

か

ら

当

該

農

薬

が

揮

散

す

る

こ

と

を

防

止

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

講

じ

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ぱ

な

ら

な

い
¶

（
帳
簿
の
記
載
）

第

九

条

農

薬

使

用

者

ぱ
、

農

薬

を

使

用

し

た

場

合

に

は
、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

帳

簿

に

記

載

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

一５一



一

農

薬

を

使

用

し

た

年

月

日

二

農
薬
を
使
用
し
た
場
所

三

農
薬
を
使
用
し
た
農
作
物
等

四

使
用
し
た
農
薬

の
種
類
又
は
名
称

五

使
用
し
た
農
薬

の
単
位
面
積
当
た
り
の
使
用
量
又
は
希
釈
倍
数

寸

“
リ

酎

貝

（
施
行
期
日
）

第

一

条

こ

の

省

令

は
、

農

薬

取

締

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（
平

成

十

四

年

法

律

第

百

四

十

一

号
）

の

施

行

の

日

（
平

成

十

五

年

三

月

十

日
）

か

ら

施

行

す

る
。

（
作
物
残
留
性

農
薬

又
は
土
壌
残
留
性
農
薬
に
該
当
す
る
農
薬
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
適
用
病
害
虫
の
範
囲
及
ぴ
そ
の

使
用
方
法
に
関
し
そ
の
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条

作
物
残
留
性
農
薬

又
は
土
壌
残
留
性
農
薬
に
該
当
す
る
農
薬
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
適
用
病
害
虫

の
範
囲
及
ぴ

そ

の

使

用

方

法

に

関

し

そ

の

使

用

者

が

遵

守

す

べ

き

基

準

を

定

め

る

省

令

（
昭

和

四

十

六

年

農

林

省

令

第

二

十

四

号
）

は
、

－６－



廃

止

す

る
。

（
経
過
措
置
）

第

三

条

第

二

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て
は
、

当

分

の

間
、

同

号

中

「
食

用

農

作

物

等
」

と

あ

る

の

は
、

食

用

農

作

物

等

及

ぴ

農

林

水

産

大

臣

の

承

認

を

受

け

て

い

な

い

食

用

農

作

物

。
等
上

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る
。

－７■



別
表

第
一

（
第
七
条
関
係
）

一

Ｓ

Ｉ

（
四

ー

ク

ロ

ロ

ベ

ン

ジ

ル
）

１

Ｎ

・

Ｎ

ー

ジ

ェ

チ

ル

チ

オ

カ

ー

バ

メ

ー

ト

（
別

名

ベ

ン

チ

オ

カ

ー

ブ

又

は

チ

オ

ベ

ン

カ

ル
ブ
）

を
含
有
す
る
製
剤

二

二

ー

ア

ミ

ノ

ー

三

ー

ク

ロ

ロ

ー

一

・

四

ー

ナ

フ

ト

キ

ノ

ン

（
別

名

Ａ

Ｃ

Ｎ
）

を

含

有

す

る

製

剤

三

三

ー

ア

リ

ル

オ

キ

シ

ー

一

二
一
１

ベ

ン

ゾ

イ

ソ

チ

ァ

ゾ

ー

ル

ー

一

・

一

ー

ジ

オ

キ

シ

ド
（
別

名

プ

ロ

ベ

ナ

ゾ

ー

ル
）
を

含

有

す

る

製

剤

四

二

ー

イ

ソ

プ

ロ

ピ

ル

フ

ェ

ニ

ル

ー

Ｎ

ー

メ

チ

ル

カ

ー

バ

メ

ー

ト

（
別

名

Ｍ

Ｉ

Ｐ

Ｃ

又

は

イ

ソ

プ

ロ

カ

ル

ブ
）

を

含

有

す

る

製
剤

五

二

ー

メ

チ

ル

ー

四

ー

ク

ロ

ロ

フ

ェ

ノ

キ

シ

酢

酸

エ

チ

ル

（
別

名

Ｍ

Ｃ

Ｐ

Ａ

エ

チ

ル
）

を

含

有

す

る

製

剤

六

二

ー

メ

チ

ル

ー

四

ー

ク

ロ

ロ

フ

ェ

ノ

キ

シ

チ

オ

酢

酸

－

Ｓ

ー

エ

チ

ル

（
別

名

Ｍ

Ｃ

Ｐ

Ａ

チ

オ

エ

チ

ル
）

を

含

有

す

る

製

剤

七

二

ー

メ

チ

ル

ー

四

－

ク

ロ

ロ

フ

ェ

ノ

キ

シ

酢

酸

ナ

ト

リ

ウ

ム

（
別

名

Ｍ

Ｃ

Ｐ

Ａ

ナ

ト

リ

ウ

ム

塩
）

を

含

有

す

る

製

剤

八

エ

チ

ル

ー１

五

１

（
四

・

六

ー

ジ

メ

ト

キ

シ

ピ

リ

ミ

ジ

ン

ー

二

ー

イ

ル

カ

ル

バ

モ

イ

ル

ス

ル

フ

ァ

モ

イ

ル
）

１

一

ー

メ

チ

ル

ピ

ラ

ゾ

ー

ル

ー

四

ー

カ

ル

ボ

キ

シ

ラ

ー

ト

（
別

名

ピ

ラ

ゾ

ス

ル

フ

ロ

ン

ェ

チ

ル
）

を

含

有

す

る

製

剤

一８一



九

〇

ー

エ

チ

ル

ー

Ｏ

Ｉ

（
三

ー

メ

チ

ル

ー

六

ー

ニ

ト

ロ

フ

ェ

ニ

ル
）

セ

コ

ン

ダ

リ

ー

ブ

チ

ル

ホ

ス

ホ

ロ

ア
、・、
ド

チ

オ

ェ

ー

ト

（
別
名
ブ
タ
ミ
ホ

ス
）

を
含
有
す
る
製
剤

十

Ｓ

－

エ

チ

ル

ヘ

キ

サ

ヒ

ド

ロ

ー

一

Ｈ

ー

ア

ゼ

ピ

ン

ー

一

ー

カ

ー
ポ

チ

オ

ェ

ー

ト
（
別

名

モ

リ

ネ

ー

ト
）
を

含

有

す

る

製

剤

十

一

（
一

Ｒ

Ｓ

・

二

Ｓ

Ｒ

・

四

Ｓ

Ｒ
）

１

一

・

四

ー

エ

ポ

キ

シ

ー

Ｐ
ー

メ

ン

タ

ー

二

ー

イ

ル

ー１

二

ー

メ

チ

ル

ベ

ン

ジ

ル

ーー

エ

ー

テ

ル

（
別

名

シ

ン

メ

チ

リ

ン
）

を

含

有

す

る

製

剤

十

二

Ｓ

１

四

ー

ク

ロ

ロ

ー

Ｎ

ー

イ

ソ

プ

ロ

ピ

ル

カ

ル

バ

ニ

ロ

イ

ル

メ

チ

ル

ーＩ

Ｏ

．

０

ー

ジ

メ

チ

ル

ーー

ホ

ス

ホ

ロ

ジ

チ

オ

ア

ー

ト

（
別

名

ア

ニ

ロ

ホ

ス
）

を

含

有

す

る

製

剤

十

三

三

１

（
四

ー

ク

ロ

ロ

ー

五

ー

シ

ク

ロ

ベ

ン

チ

ル

オ

キ

シ

ー

二

ー

フ

ル

オ

ロ

フ

ェ

ニ

ル
〉

１

五

ー

イ

ソ

プ

ロ

ピ

リ

デ

ン

ー

一

・

三

ー

オ

キ

サ

ゾ

リ

ジ

ン

ー

二

・

四

ー

ジ

オ

ン
（
別

名

ベ

ン

ト

キ

サ

ゾ

ン
）
を

含

有

す

る

製

剤

■

■

十

四

四

ー

ク

ロ

ロ

ー

二

１

（
α
ー

ヒ

ド

ロ

キ

シ

ベ

ン

ジ

ル
）

イ

ソ

ニ

コ

チ

ン

ア

ニ

リ

ド

（
別

名

イ

ナ

ベ

ン

フ

ィ

ド
）

を

含

有

す
る
製
剤

十

五

（
Ｒ

Ｓ
）

１

二

－

［
二

１

（
三

ー

ク
ーロ

ロ

フ

ェ

ニ

ル
）

－

二

．

三

ー

エ

ポ

キ

シ

プ

ロ

ピ

ル
］

－

二

ー

エ

チ

ル

イ

ン

ダ

ン

ー・

一

・

三

ー

ジ

オ

ン

（
別

名

イ

ン

ダ

ノ

フ

ァ

ン
）

を

含

有

す

る

製

剤

－９・



十

六

四

１

（
二

ー

ク

ロ

ロ

フ

ェ

ニ

ル
）

Ｉ

Ｎ

ー

シ

ク

ロ

ヘ

キ

シ

ル

ー

Ｎ

－

エ

チ

ル

ー

四

・

五

ー

ジ

ヒ

ド

ロ

ー

五

ー

オ

キ

ソ

ー

一

Ｈ

ー

テ

ト

ラ

ゾ

ー

ル

ー

一

ー

カ

ル

ボ

キ

サ

ミ

ド

（
別

名

フ

ェ

ン

ト

ラ

ザ

ミ

ド
）

を

含

有

す

る

製

剤

十

七

（
Ｅ
）

１

（
Ｓ
）

１

一

１

（
四

ー

ク

ロ

ロ

フ

ェ

ニ

ル
）

１

四

・

四

ー

ジ

メ

チ

ル

ー

二

１

（
一

Ｈ

ｌ

一

．

二

．

四

ー

ト

リ

ア

ゾ

ー

ル

ー

一

ー

イ

ル
）

ペ

ン

タ

ー

一

ー

エ

ン

ー

三

ー

オ

ー

ル

（
別

名

ウ

ニ

コ

ナ

ゾ

ー

ル

Ｐ
）

を

含

有

す

る

製

剤

十

八

（
二

Ｒ

Ｓ

・

三

Ｒ

Ｓ
）

１

一

－

（
四

ー

ク

ロ

ロ

フ

ェ

ニ

ル
）

１

四

・

四

ー

ジ

メ

チ

ル

ー

二

１

（
一

Ｈ

ｌ

一

．

二

．

四

ー

ト

リ

ア

ゾ

ー

ル

ー

一

ー

イ

ル
）

ベ

ン

タ

ン

⊥
二
ー

オ

ー

ル

（
別

名

パ

ク

ロ

ブ

ト

ラ

ゾ

ー

ル
）

を

含

有

す

る

製

剤

十

九

一

１

（
二

ー

ク

ロ

ロ

ベ

ン

ジ

ル
）

１

三

１

（
一

－

メ

チ

ル

ー

一

ー

フ

ェ

ニ

ル

エ

チ

ル
）

ウ

レ

ア

（
別

名

ク

ミ

ル

ロ

ン
）

を
含
有
す
る
製
剤

二

十

三

１

（
二

ー

ク

ロ

ロ

ー

四

ー

メ

シ

ル

ベ

ン

ゾ

イ

ル
）

１

二

ー

フ

ェ

ニ

ル

チ

オ

ビ

シ

ク

ロ

［
三

・

二

・

ニ

オ

ク

タ

ー

二

ー

エ

ン

ー

四

ー

オ

ン
（
別

名

ベ

ン

ゾ

ビ

シ

ク

ロ

ン
）
を

含

有

す

る

製

剤

二

十

一

二

ー

メ

チ

ル

ー

四

ー

ク

ロ

ロ

フ

ェ

ノ

キ

シ

酪

酸

エ

チ

ル

（
別

名

Ｍ

Ｃ

Ｐ

Ｂ

エ

チ

ル
）

を

含

有

す

る

製

剤

二

十

二

〇

・

０

ー

ジ

イ

ソ

プ

ロ

ピ

ル

ー

Ｓ

ー

ベ

ン

ジ

ル

チ

オ

ホ

ス

フ

ェ

ー

ト

（
別

名

Ｉ

Ｂ

Ｐ
）

を

含

有

す

る

製

剤

二

十

三

Ｎ

・

Ｎ

ー

ジ

ェ

チ

ル

⊥

二

ー

メ

シ

チ

ル

ス

ル

ホ

ニ

ル

ー

一

Ｈ

Ｉ

一

・

二

・

四

ー

ト

リ

ア

ゾ

ー

ル

ー
・一

ー

カ

ル

ボ

キ

サ

１０ 一



ミ

ド

（
別

名

カ

フ

ェ

ン

ス

ト

ロ

ー

ル
）

を

含

有

す

る

製

剤

二

十

四

一

１

［
二

１

（
シ

ク

ロ

プ

ロ

ピ

ル

カ

ル

ボ

ニ

ル
）

ア

ニ

リ

ノ

ス

ル

ホ

ニ

ル
］

１

三

１

（
四

・

六

ー

ジ

メ

ト

キ

シ

ピ

リ

ミ

ジ

ン

ー

二

ー

イ

ル
）

尿

素

（
別

名

シ

ク

ロ

ス

ル

フ

ァ

ム

ロ

ン
）

を

含

有

す

る

製

剤

■

■

二

十

五

二

・

三

ー

ジ

ク

ロ

ロ

ー

四

ー

エ

ト

キ

シ

メ

ト

キ

シ

ベ

ン

ズ

ア

ニ

リ

ド

（
別

名

エ

ト

ベ

ン

ザ

ニ

ド
）

を

含

有

す

る

製

剤

二

十

六

（
Ｒ

Ｓ
）

１

二

１

（
二

・

四

ー

ジ

ク

ロ

ロ

ー

ｍ
ー

ト

リ

ル

オ

キ

シ
）

プ

ロ

ピ

オ

ン

ア

ニ

リ

ド

（
別

名

ク

ロ

メ

プ

ロ

ツ

プ
）

を
含
有
す
る
製
剤

二

十

七

二

１

［
四

１

（
二

・

四

ー

ジ

ク

ロ

ロ

ー

ｍ

ー

ト

ル

オ

イ

ル
）

－

一

・

三

ー

ジ

メ

チ

ル

ピ

ラ

ゾ

ー

ル

ー

五

ー

イ

ル

オ

キ

〃

シ
］

１

四

ー

メ

チ

ル

ア

セ

ト

フ

ェ

ノ

ン
（
別

名

ベ

ン

ゾ

フ

ェ

ナ

ツ

プ
）
を

含

有

す

る

製

剤

二

十

八

三

－

二

１

（
三

・

五

ー

ジ

ク

ロ

ロ

フ

ェ

ニ

ル
）

－

一

ー

メ

チ

ル

ェ

チ

ル
］

⊥

二

・

四

ー

ジ

ヒ

ド

ロ

ー

六

ー

メ

チ

ル

ー

五

ー

フ

ェ

ニ

ル

ー

二

Ｈ

ｌ

Ｔ
・

三

ー

オ

キ

サ

ジ

ン

ー

四

ー

オ

ン

（
別

名

オ

キ

サ

ジ

ク

ロ

メ

ホ

ン
）

を

含

有

す

る

製

剤

二

十

九

二

・

四

ー

ジ

ク

ロ

ロ

フ

ェ

ノ

キ

シ

酢

酸

エ

チ

ル

（
別

名

二

・

四

Ｉ

Ｐ

Ａ

エ

チ

ル

又

は

二

・

四

１

Ｄ

エ

チ

ル
）

を

含

有

す
る
製
剤

三

十

二

１

［
四

１

（
二

・

四

ー

ジ

ク

ロ

ロ

ベ

ン
ゾ

イ

ル
）

１

一

二
二
ー

ジ

メ

チ

ル

ピ

ラ

ゾ

ー

ル

ー

五

ー

イ

ル

オ

キ

シ
］

ア

セ

一 １１



ト

フ

ェ

ノ

ン

（
別

名

ピ

ラ

ゾ

キ

シ

フ

ェ

ン
）

を

含

有

す

る

製

剤

三

十

一

四

１

（
二

・

四

ー

ジ

ク

ロ

ロ

ベ

ン

ゾ

イ

ル
）

１

一

・

三

ー

ジ

メ

チ

ル

ー

五

ー

ピ

ラ

ゾ

リ

ル

ー

Ｐ

ー

ト

ル

ェ

ン

ス

ル

ホ

ネ

ｉ

ト

（
別

名

ピ

ラ

ゾ

レ

ー

ト
）

を

含

有

す

る

製

剤

三

十

二

二

・

三

ー

ジ

ヒ

ド

ロ

ー

三

・

三

ー

ジ

メ

チ

ル

ベ

ン

ゾ

フ

ラ

ン

ー

五

ー

イ

ル

ーー

エ

タ

ン

ス

ル

ホ

ナ

ー

ト
（
別

名

ベ

ン

フ

レ
セ
ー
ト
）
を
含
有
す
る
製
剤

■

■

■

三

十

三

二

・

六

ー

ジ

ブ

ロ

モ

ー

二

ー

メ

チ

ル

ー

四

ー

ト

リ

フ

ル

オ

ロ

メ

ト

キ

シ

ー

四

ー

ト

リ

フ

ル

オ

ロ

メ

チ

ル

ー

一

．

三

ー

チ

ア

ゾ

ー

ル

ー

五

ー

カ

ル

ボ

キ

ス

ア

ニ

リ

ド

（
別

名

チ

フ

ル

ザ

ミ

ド
）

を

含

有

す

る

製

剤

三

十

四

〇

・

Ｓ

ー

ジ

メ

チ

ル

ー

Ｎ

ー

ア

セ

チ

ル

ホ

ス

ホ

ロ

ア

ミ

ド

チ

オ

ェ

ー

ト

（
別

名

ア

セ

フ

ェ

ー

ト
）

を

含

有

す

る

製

剤

■

■

三

十

五

Ｓ

・

Ｓ

ー

ジ

メ

チ

ル

ー１

二

ー

ジ

フ

ル

オ

ロ

メ

チ

ル

ー

四

ー

イ

ソ

ブ

チ

ル

ー

六

ー

ト

リ

フ

ル

オ

ロ

メ

チ

ル

ピ

リ

ジ

ン

ー

三

・

五

ー

ジ

カ

ル

ポ

チ

オ

ア

ー

ト

（
別

名

ジ

チ

オ

ピ

ル
）

を

含

有

す

る

製

剤

三

十

六

一

１

（
α

・

α

ー

ジ

メ

チ

ル
ベ

ン

ジ

ル
）

１

三

１

（
パ

ラ

ト

リ

ル
）

尿

素

（
別

名

ダ

イ

ム

ロ

ン
）

を

含

有

す

る

製

剤

三

十

七

三

１

（
ジ

メ

ト

キ

シ

ホ

ス

フ

ィ

ニ

ル

オ

キ

シ
）

ｌ

Ｎ

ー

メ

チ

ル

ー

シ

ス

ー

ク

ロ

ト

ン

ア

ミ

ド
（
別

名

モ

ノ

ク

ロ

ト

ホ

ス
）
を
含
有
す
る
製
剤

一 １ ２ 一



三

十

八

一

１

（
四

・

六

ー

ジ

メ

ト

キ

シ

ー

一

・

三

・

五

ー

ト

リ

ア

ジ

ン

ー

二

－

イ

ル
）

－

三

１

［
二

１

（
二

ー

メ

ト

キ

シ

ェ

ト

キ

シ
）

フ

ェ

ニ

ル

ス

ル

ホ

ニ

ル
］

尿

素

（
別

名

シ

ノ

ス

ル

フ

ロ

ン
）

を

含

有

す

る

製

剤

三

十

九

一

１

（
四

⊥
ハ
ー

ジ

メ

ト

キ

シ

ピ

リ

ミ

ジ

ン

ー
二

ー

イ

ル
）

１

三

１

（
二

ー

エ

ト

キ

シ

フ

ェ

ノ

キ

シ

ス

ル

ホ

ニ

ル
）

尿

素

（
別

名

エ

ト

キ

シ

ス

ル

フ

ロ

ン
）

を

含

有

す

る

製

剤

四

十

一

１

（
四

・

六

ー

ジ

メ

ト

キ

シ

ピ

リ

ミ

ジ

ン

ー

二

ー

イ

ル
）

１

三

１

＝

ー

メ

チ

ル

ー

四

１

（
二

ー

メ

チ

ル

ー

二

Ｈ

ー

テ

ト

ラ

ゾ

ー

ル

ー

五

ー

イ

ル
）

ピ

ラ

ゾ

ー

ル

ー

五

ー

イ

ル

ス

ル

ホ

ニ

ル
］

尿

素

（
別

名

ア

ジ

ム

ス

ル

フ

ロ

ン
）

を

含

有

す

る

製
剤

四

十

一

一

・

二

・

五

・

六

ー

テ

ト

ラ

ヒ

ド

ロ

ピ

ロ

ロ

［
三

・

二

・

一

ｌ

ｉ
．
Ｊ
］

キ

ノ

リ

ン

ー

四

ー

オ

ン

（

別

名

ピ

ロ

キ

ロ

ン

）

を
含
有
す
る
製
剤

四

十

二

α
１

（
二

ー

ナ

フ

ト

キ

シ
）

プ

ロ

ピ

オ

ン

ア

ニ

リ

ド

（
別

名

ナ
ー
プ

ロ

ア

ニ

リ

ド
）

を

含

有

す

る

製

剤

四

十

三

二

ー

メ

チ

ル

チ

オ

ー

四

・

六

ー

ビ

ス

（
エ

チ

ル

ア

ミ

ノ
）

Ｉ

Ｓ

ー

ト

リ

ア

ジ

ン

（
別

名

シ

メ

ト

リ

ン
）

を

含

有

す

る

製
剤

四

十

四

プ

チ

ル

ー１

（
Ｒ
）

１

二

１

［
四

－

（
四

ー

シ

ア

ノ

ー

二

－

フ

ル

オ

ロ

フ

ェ

ノ

キ

シ
）

フ

ェ

ノ

キ

シ
］

プ

ロ

ピ

オ

ナ

ー

一 １３ 一



ト

（
別

名

シ

ハ

ロ

ホ

ツ

プ

ブ

チ

ル
）

を

含

有

す

る

製

剤

四

十

五

二

ー

セ

コ

ン

ダ

リ

ｉ

ブ

チ

ル

フ

ェ

ニ

ル

ー

Ｎ

ー

メ

チ

ル

カ

ー

バ

メ

ー

ト

（
別

名

Ｂ

Ｐ

Ｍ

Ｃ
）

を

含

有

す

る

製

剤

四

十

六

〇

－

三

１

ｔ

ｅ

ｒ

ｔ

ー

ブ

チ

ル

フ

ェ

ニ

ル

ー１

六

ー

メ

ト

キ

シ

ー

二

ー

ピ

リ

ジ

ル

（
メ

チ

ル
）

チ

オ

カ

ル

バ

マ

ー

ト

（

別

名

ピ

リ

ブ

チ

カ

ル

ブ
）

を

含

有

す

る

製

剤

〃

〃

四

十

七

二

ー

ク

ロ

ロ

ー

二

・

六

ー

ジ

ェ

チ

ル

ー

Ｎ

Ｉ

（
ブ

ト

キ

シ

メ

チ

ル
）

ア

セ

ト

ア

ニ

リ

ド

（
別

名

ブ

タ

ク

ロ

ー

ル
）

を

含
有
す
る
製
剤

四

十

八

（
Ｒ

Ｓ
）

１

二

ー

ブ

ロ

モ

ー

Ｎ

Ｉ

（

α

．

α

ー

ジ

メ

チ

ル

ベ

ン

ジ

ル
）

⊥

二

．

三

ー

ジ

メ

チ

ル

ブ

チ

ル

ア
、一、
ド
（
別

名

プ

ロ

モ

プ

チ

ド
）
を

含

有

す

る

製

剤

四

十

九

Ｓ

ー

ベ

ン

ジ

ル

ー１

一

二
一
ー

ジ

メ

チ

ル

プ

ロ

ピ

ル

（
エ

チ

ル
）

チ

オ

カ

ル

バ

マ

ー

ト

（
別

名

エ

ス

プ

ロ

カ

ル

ブ
）

を

含
有
す
る
製
剤

五

十

〇

・

Ｏ

ー

ジ

イ

ソ

プ

ロ

ピ

ル

ー

二

１

（
ベ

ン

ゼ

ン

ス

ル

ホ

ン

ア

ミ

ド
）

エ

チ

ル

ジ

チ

オ

ホ

ス

フ

ェ

ー

ト

（
別

名

Ｓ

Ａ

Ｐ

又

は

ベ

ン

ス

リ

ド
）

を

含

有

す

る

製

剤

五

十

一

二

１

ベ

ン

ゾ

チ

ア

ゾ

ー

ル

ー

二

ー

イ

ル

オ

キ

シ

ー

Ｎ

ー

メ

チ

ル

ア

セ

ト

ア

ニ

リ

ド
（
別

名

メ

フ

ェ

ナ

セ

ッ

ト
一
を

含

有

一 １４ 一



す

る

製

剤

五

十

ニ

メ

チ

ル

ー１

三

ー

ク

ロ

ロ

ー

五

１

（
四

・

六

ー

ジ

メ

ト

キ

シ

ピ

リ

ミ

ジ

ン

ー

二

ー

イ

ル

カ

ル

バ

モ

イ

ル

ス

ル

フ

ァ

モ

イ

ル
）

１

一

ー

メ

チ

ル

ビ

ラ

ゾ

ー

ル

ー

四

ー

カ

ル

ポ

キ

シ

ラ

ー

ト
（
別

名

ハ

ロ

ス

ル

フ

ロ

ン

メ

チ

ル
）

を

含

有

す

る

製

剤

五

十

三

五

１

（
二

・

四

ー

ジ

ク

ロ

ロ

フ

ェ

ノ

キ

シ
）

１

二

ー

ニ

ト

ロ

安

息

香

酸

メ

チ

ル

（
別

名

ビ

フ

ェ

ノ

ツ

ク

ス
）

を

含

有

す
る
製
剤

五

十

四

メ

チ

ル

ー１

二

１

（
四

・

六

ー

ジ

メ

ト

キ

シ

ピ

リ

ミ

ジ

ン

ー

二

ー

イ

ル

オ

キ

シ
）

１

六

１

（
一

ー

メ

ト

キ

シ

イ

ミ

ノ

ェ

チ

ル
）

ベ

ン

ゾ

ェ

ー

ト

（
別

名

ピ

リ

ミ

ノ

バ

ツ

ク

メ

チ

ル
）

を

含

有

す

る

製

剤

五

十

五

メ

チ

ル

ー１

α

１

（
四

・

六

－

ジ

メ

ト

キ

シ

ピ

リ

ミ

ジ

ン

ー

二

ー

イ

ル

カ

ル

バ

モ

イ

ル

ス

ル

フ

ァ

モ

イ

ル
）

ｌ

０

ー

ト

ル

ア

ー

ト
（
別

名

ベ

ン

ス

ル

フ

ロ

ン

メ

チ

ル
）
を

含

有

す

る

製

剤

五

十

六

二

ー

メ

チ

ル

チ

オ

ー

四

ー

エ

チ

ル

ア

ミ

ノ

ー

六

１

（
一

・

二

ー

ジ

メ

チ

ル

プ

ロ

ピ

ル

ア

ミ

ノ
）

ｌ

Ｓ

ー

ト

リ

ア

ジ

ン

（
別

名

ジ

メ

タ

メ

ト

リ

ン
）

を

含

有

す

る

製

剤

五

十

七

Ｓ

１

（
二

ー

メ

チ

ル

ー

一

ー

ピ

ベ

リ

ジ

ル

ー

カ

ル

ポ

ニ

ル

メ

チ

ル
）

Ｉ

Ｏ

・

Ｏ

ー

ジ

ー

ｎ

ー

プ

ロ

ピ

ル

ジ

チ

オ

ホ

ス

フ

ェ

ー

ト

（
別

名

ピ

ベ

ロ

ホ

ス
）

を

含

有

す

る

製

剤

１５ 一



五

十

八

Ｓ

Ｉ

一

ー

メ

チ

ル

ー

一

ー

フ

ェ

ニ

ル

ェ

チ

ル

ーー

ピ

ベ

リ

ジ

ン

ー

一

ー

カ

ル
ボ

チ

オ

ア

ー

ト

（
別

名

ジ

メ

ピ

ペ

レ

ー

ト

）

を
含
有
す
る
製
剤

五

十

九

メ

チ

ル

ーｌ

Ｎ

１

（
二

ー

メ

ト

キ

シ

ア

セ

チ

ル
）

Ｉ

Ｎ

ｌ

（
二

・

六

ー

キ

シ

リ

ル
）

１

Ｄ

Ｌ

－

ア

ラ

ニ

ナ

ー

ト
一
別

名

メ

タ

ラ

キ

シ

ル
）
を

含

有

す

る

製

剤

六

十

（
Ｅ
）

－

二

ー

メ

ト

キ

シ

イ

ミ

ノ

ー

Ｎ

ー

メ

チ

ル

ー

二

１

（
二

ー

フ

ェ

ノ

キ

シ

フ

ェ

ニ

ル
）

ア

セ

ト

ア

ミ

ド
（
別

名

メ

ト

ミ

ノ

ス

ト

ロ

ビ

ン
）
を

含

有

す

る

製

剤

六

十

一

（
Ｒ

Ｓ
）

－

七

１

（
四

・

六

－

ジ

メ

ト

キ

シ

ピ

リ

ミ

ジ

ン

ー

二

ー

イ

ル

チ

オ
）

⊥

二
ー

メ

チ

ル

ー

二

１

ベ

ン

ゾ

フ

ラ

ン

ー

一

（
三

Ｈ
）

ー

オ

ン

（
別

名

ピ

リ

フ

タ

リ

ド
）

を

含

有

す

る

製

剤

六

十

二

（
Ｒ

Ｓ
）

１

二

１

（
四

ー

フ

ル

オ

ロ

フ

ェ

ニ

ル
）

１

一

１

（
一

Ｈ

ｌ

一

・

二

・

四

ー

ト

リ

ア

ゾ

ー

ル

ー

一

ー

イ

ル
）

１

三

ー

ト

リ

メ

チ

ル

シ

リ

ル

プ

ロ

パ

ン

ー

二

ー

オ

ー

ル

（
別

名

シ

メ

コ

ナ

ゾ

ー

ル
）

を

含

有

す

る

製

剤

別
表
第
二

（
第
八
条
関
係
）

一

ク

ロ

ル

ピ

ク

リ

ン

を

含

有

す

る

製

剤

二

臭
化
メ
チ
ル
を
含
有
す
る
製
剤

一 ！６ 一



付
録

（
第
二
条
関
係
）＞

０

１ｌ

Ｏ
・

－＞

ｏ

Ｑ

は
、

農

薬

使

用

者

が

遵

守

す

べ

き

農

薬

の

使

用

量

と

し

て

算

出

さ

れ

る

量

い

は
、

規
則
第
七
条
第
二

項
第
一
号
に
規
定
す
る
単
位
面
積
当
た
り
の
使
用
量

（
以
下

「
単
位
面
積
当
た
り
使
用
量
」

と

い

う
。

）

の

最

高

限

度

Ａ

ぱ
、

農

薬

を

使

用

し

よ

う

と

す

る

農

地

等

の

面

積

ＯＡ

は
、

単

位

面

積

当

た

り

使

用

量

の

計

算

に

用

い

る

面

積

一 １ ７ 一



目
【
農
薬
取
締
法
施
行
規
則
】

第
七
条

（
略
）

２

法

第

七

条

第

五

号

の

登

録

に

係

る

使

用

方

法

と

し

て

表

示

す

べ

き

事

項

は
、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

事

項

と

す

る
。

一

単
位
面
積
当
た
り
の
使
用
量
の
最
高
限
度
及
ぴ
最
低
限
度

二

希

釈

倍

数

（
農

薬

の

希

釈

を

し

た

場

合

に

お

け

る

そ

の

倍

数

を

い

う
。

）

の

最

高

限

度

及

ぴ

最

低

限

度

三

使

用

時

期

四

総

使

用

回

数

（
農

作

物

等

の

生

産

に

用

い

た

種

苗

の

は

種

（
果

樹
、

茶

そ

の

他

の

多

年

生

の

植

物

か

ら

収

穫

さ

れ

る

も

の

に

あ

つ

て

は
、

そ

の

収

穫

の

直

前

の

収

穫
）

か

ら

当

該

農

作

物

等

の

収

穫

に

至

る

ま

で

の

問

に

農

薬

を

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

最

高

の

回

数

を

い

う
。

）

五

散

布
、

混

和

そ

の

他

の

使

用

の

手

法

六

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か
、

農

薬

の

使

用

に

関

す

る

事

項

一 １８ 一


